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   鳴門教育大学学校教育学部履修規程 

 

平成１６年 ４ 月 １ 日 

規程第   ５３   号 

改正 平成１７年 ３ 月１４日規程第１７号 

平成１９年 ３ 月２３日規程第３２号 

平成２０年 ３ 月２６日規程第７２号 

平成２１年 ２ 月２７日規程第 ３ 号 

平成２２年 ３ 月２４日規程第１３号 

平成２３年 ３ 月２２日規程第１３号 

平成２４年 ２ 月２２日規程第 ２ 号 

平成２５年 ２ 月２７日規程第 １ 号 

平成２６年 ２ 月２７日規程第 ３ 号 

平成２７年 ２ 月２７日規程第 ８ 号 

平成２８年 ２ 月２４日規程第１９号 

平成２９年 ２ 月２２日規程第 １ 号 

平成３０年 ２ 月２８日規程第 ８ 号 

平成３１年 ２ 月２７日規程第 ２ 号 

令和 ２ 年 ３ 月２５日規程第４０号 

令和 ３ 年 ２ 月２４日規程第 ２ 号 

令和 ４ 年 ２ 月２４日規程第 １ 号 

令和 ５ 年 ３ 月 ８ 日規程第１１号 

令和 ６ 年 ２ 月２８日規程第 ７ 号 

令和 ７ 年 ２ 月２７日規程第 ６ 号 

令和 ８ 年 ２ 月２７日規程第 ７ 号 

 

 （趣旨）  

第１条 この規程は，国立大学法人鳴門教育大学学則（平成１６年学則第１号。以下「学

則」という。）第４６条の３の規定に基づき，鳴門教育大学学校教育学部において開設

する授業科目，単位数及び履修方法等について定める。 

 （専修等） 

第２条 学生は，学校教育全般にわたる総合的な理解を深め，教員として必要な資質及び

能力を培うとともに，特定の分野についての専門性を深めるため，別表第１に定めるい

ずれかの専修・教育コース（以下「専修等」という。）に所属しなければならない。 

 （授業科目の区分） 

第３条 授業科目の区分は，別表第２のとおりとする。 

 （卒業に必要な単位数） 

第４条 卒業に必要な単位数は，別表第３のとおりとする。 

 （開設授業科目，単位数及び履修方法等） 

第５条 開設する授業科目，単位数及び履修方法等は，別表第４のとおりとする。 
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 （他の専修等の授業科目の履修） 

第６条 学生は，必要に応じて所属する専修等以外の授業科目並びに別表第５に定める学

校図書館司書教諭資格に関する授業科目及び別表第６に定める学芸員資格に関する授

業科目を履修することができる。ただし，学則第５３条に規定する卒業要件単位数には

含めない。 

 （四国地区５国立大学連携による共同実施科目） 

第６条の２ 学生は，必要に応じて別表第７に定める四国地区５国立大学連携による共同

実施科目を履修することができる。 

 （教育職員の免許状） 

第７条 学生が所属する専修等の区分に応じ，卒業に必要な単位数を修得することによっ

て教育職員免許状の授与資格を取得することができる教育職員免許状の種類は，次のと

おりとする。 

 

課程 専 修 等 の 区 分 教 育 職 員 免 許 状 の 種 類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学 

 

 

校 

 

 

教 

 

 

育 

 

 

教 

 

 

員 

幼 児 教 育 専 修 幼稚園教諭一種免許状及び小学校教諭二種免許状 

小 

 

 

学 

 

 

校 

 

 

教 

 

 

育 

 

 

専 

 

 

修 

 

学校教育実践コー

ス                

小学校教諭一種免許状及び中学校教諭二種免許状の

免許教科のうち国語，英語，社会，数学，理科，音

楽，美術，保健体育，技術又は家庭のいずれか一つ

の免許状 

国語科教育コース 

 

小学校教諭一種免許状及び中学校教諭二種免許状

（国語） 

英語科教育コース 

 

小学校教諭一種免許状及び中学校教諭二種免許状

（英語） 

社会科教育コース 

 

小学校教諭一種免許状及び中学校教諭二種免許状

（社会） 

算数科教育コース 

 

小学校教諭一種免許状及び中学校教諭二種免許状

（数学） 

理科教育コース 

 

小学校教諭一種免許状及び中学校教諭二種免許状

（理科） 

音楽科教育コース 

 

小学校教諭一種免許状及び中学校教諭二種免許状

（音楽） 

図画工作科教育コ

ース 

小学校教諭一種免許状及び中学校教諭二種免許状

（美術）              

体育科教育コース 

 

小学校教諭一種免許状及び中学校教諭二種免許状

（保健体育）          

技術科教育コース 

 

小学校教諭一種免許状及び中学校教諭二種免許状

（技術） 

家庭科教育コース 

 

小学校教諭一種免許状及び中学校教諭二種免許状

（家庭） 
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養 

 

 

成 

 

 

課 

 

 

程 

中 

 

 

学 

 

 

校 

 

 

教 

 

 

育 

 

 

専 

 

 

修 

国語科教育コース 

 

中学校教諭一種免許状（国語），高等学校教諭 

一種免許状（国語）及び小学校教諭二種免許状 

英語科教育コース 

 

中学校教諭一種免許状（英語），高等学校教諭 

一種免許状（英語）及び小学校教諭二種免許状 

社会科教育コース 

 

中学校教諭一種免許状（社会）及び小学校教諭 

二種免許状 

数学科教育コース 

 

中学校教諭一種免許状（数学），高等学校教諭 

一種免許状（数学）及び小学校教諭二種免許状 

理科教育コース 

 

中学校教諭一種免許状（理科），高等学校教諭 

一種免許状（理科）及び小学校教諭二種免許状 

音楽科教育コース 

 

中学校教諭一種免許状（音楽），高等学校教諭 

一種免許状（音楽）及び小学校教諭二種免許状 

美術科教育コース 

 

中学校教諭一種免許状（美術），高等学校教諭 

一種免許状（美術）及び小学校教諭二種免許状 

保健体育科教育コ

ース 

 

中学校教諭一種免許状（保健体育），高等学校 

教諭一種免許状（保健体育）及び小学校教諭 

二種免許状 

技術科教育コース 

 

中学校教諭一種免許状（技術），高等学校教諭 

一種免許状（工業）及び小学校教諭二種免許状 

家庭科教育コース 

 

中学校教諭一種免許状（家庭），高等学校教諭 

一種免許状（家庭）及び小学校教諭二種免許状 

特別支援教育専修 

 

小学校教諭一種免許状及び特別支援学校教諭 

一種免許状（知的障害者に関する教育の領域， 

肢体不自由者に関する教育の領域，病弱者に 

関する教育の領域） 

２ 所属する専修等以外の教育職員免許状の授与資格を取得する場合は，卒業に必要な単

位数のほかに教育職員免許法（昭和２４年法律第１４７号）及び教育職員免許法施行規

則（昭和２９年文部省令第２６号）に定める所要の単位を修得しなければならない。 

３ 前項の規定によって教育職員免許状の授与資格を取得することができる教育職員免許

状の種類は，学則第５６条第１項に規定する免許状及びその二種免許状とする。 

 （保育士資格） 

第８条 幼児教育専修に所属する学生は，卒業に必要な単位数を修得することによって保

育士資格を取得することができる。 

 （履修の届出） 

第９条 学生は，当該学年内に履修しようとする授業科目について，別に定めるところに

従い，履修届を提出しなければならない。 

 （定期試験） 

第１０条 定期試験は，原則として当該授業科目の授業が終了する学期末に行うものとす

る。 
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２ 定期試験は，筆記若しくは口述による試験又は報告書，作品若しくは実技の審査によ

って行うものとする。 

３ 病気その他特別の事情があるときは，別に定めるところにより追試験を行うことがで

きる。 

 （成績評価の基準） 

第１１条 成績の判定は，平素の学修状況，出席状況，学修報告，論文及び試験等によっ

て行うものとする。 

２ 学則第４９条に規定する成績評価の基準は，Ｓ（100点から 90点まで），Ａ（89点か

ら 80点まで），Ｂ（79点から 70点まで），Ｃ（69点から 60点まで），Ｄ（59点以下）

とする。 

３ 学生は，一度合格と判定された授業科目については，取り消すこと又は再履修するこ

とができない。 

 （単位の認定） 

第１２条 単位の認定については，当該授業科目の授業が終了する学期末に行うものとす

る。 

２ 学則第８４条第３号から第５号の一の規定により除籍された者については，当該期間

に履修した授業科目の単位は認定しない。 

 （学修成果の評価等） 

第１３条 履修登録した各授業科目の成績に対して，グレード・ポイント（以下「GP」と

いう。）を与え，これに基づき履修科目の成績の平均値（以下「GPA」という。）を算

出する。 

２ GP及び GPAの算出方法については，別に定める。 

３ ４年次の履修登録単位数の上限は２０単位とする。ただし，当該年次の直前の年度（学

則第３１条に規定する修業年限を超えて在学している場合は，履修登録をしようとする

年度の直前の年度）の GPAが 2.8以上の場合は，３０単位を上限として履修することが

できる。 

４ 休学及び停学により修業年限の最終年に満たない者について，前項の規定は適用しな

い。 

 （不正行為） 

第１４条 第１０条に規定する試験において不正と認められる行為を行った者があるとき

は，学長は，教授会の意見を聴いて，その者の当該学期に履修した全授業科目に係る成

績を不合格とする。 

 （細則） 

第１５条 この規程に定めるもののほか，この規程の実施に関し必要な事項は，別に定め

る。 

   附 則 

１ この規程は，平成１６年４月１日から施行する。 

２ 平成１５年度以前に入学した者については，改正後の規定にかかわらず，なお従前の

例による。 

   附 則 
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１ この規程は，平成１７年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

２ 施行日において，第２年次から第４年次に在学する者に係る授業科目の区分，卒業に

必要な単位数，開設授業科目，単位数，履修方法等及び成績評価の基準については，改

正後の別表第２，別表第３，別表第４及び第１１条の規定にかかわらず，なお従前の例

による。 

   附 則 

１ この規程は，平成１９年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

２ 施行日において，第２年次から第４年次に在学する者に係る開設授業科目，単位数及

び履修方法等については，改正後の別表第４の規定にかかわらず，なお従前の例による。 

   附 則 

１ この規程は，平成２０年４月１日から施行する。 

２ 平成１９年度以前に入学した者については，改正後の別表第４の規定にかかわらず，

なお従前の例による。ただし，別表第４の改正規定中の教養基礎科目のうち地域社会研

究を履修することができる。 

   附 則 

１ この規程は，平成２１年４月１日から施行する。 

２ 平成２０年度以前に入学した者については，改正後の別表第４の規定にかかわらず，

なお従前の例による。 

   附 則 

１ この規程は，平成２２年４月１日から施行する。 

２ 平成２１年度以前に入学した者については，改正後の別表第３及び別表第４の規定に

かかわらず，なお従前の例による。 

   附 則 

１ この規程は，平成２３年４月１日から施行する。 

２ 平成２２年度以前に入学した者については，改正後の別表第３，第４及び第６の規定

にかかわらず，なお従前の例による。 

   附 則 

１ この規程は，平成２４年４月１日から施行する。 

２ 平成２３年度以前に入学した者については，改正後の別表第３，第４及び第６の規定

にかかわらず，なお従前の例による。 

   附 則 

１ この規程は，平成２５年４月１日から施行する。 

２ 平成２４年度以前に入学した者については，改正後の別表第３及び第４の規定にかか

わらず，なお従前の例による。 

   附 則 

１ この規程は，平成２６年４月１日から施行する。 

２  平成２５年度以前に入学した者については，改正後の別表第３及び第４の規定にかか 

わらず，なお従前の例による。 

   附 則 

１ この規程は，平成２７年４月１日から施行する。 
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２ 平成２６年度以前に入学した者については，改正後の第６条の２及び別表第４に規定

にかかわらず，なお，従前の例による。 

   附 則 

１ この規程は，平成２８年４月１日から施行する。 

２  平成２７年度以前に入学した者については，改正後の別表第４及び別表第７の規定に

かかわらず，なお従前の例による。 

      附 則 

１ この規程は，平成２９年４月１日から施行する。 

２ 平成２８年度以前に入学した者については，改正後の別表第４，別表第５及び別表第

７の規定にかかわらず，なお従前の例による。 

   附 則 

１ この規程は，平成３０年４月１日から施行する。 

２ 平成２９年度以前に入学した者については，改正後の別表第４及び別表第７の規定に

かかわらず，なお従前の例による。 

   附 則 

１ この規程は，平成３１年４月１日から施行する。 

２ 平成３０年度以前に入学した者については，改正後の別表第４の規定にかかわらず，

なお従前の例による。 

   附 則 

１ この規程は，令和２年４月１日から施行する。 

２ 平成３１年度以前に入学した者については，改正後の別表第４及び別表第７の規定に

かかわらず，なお従前の例による。 

   附 則 

１ この規程は，令和３年４月１日から施行する。 

２ 令和２年度以前に入学した者については，改正後の第１３条の３及び別表第７の規定

にかかわらず，なお従前の例による。 

   附 則 

１ この規程は，令和４年４月１日から施行する。 

２ 令和３年度以前に入学した者については，改正後の別表第４及び別表第７の規定にか

かわらず，なお従前の例による。 

   附 則 

１ この規程は，令和５年４月１日から施行する。 

２ 令和４年度以前に入学した者については，改正後の別表第２，第３，第４及び第７の

規定にかかわらず，なお従前の例による。 

   附 則 

１ この規程は，令和６年４月１日から施行する。 

２ 令和５年度以前に入学した者については，改正後の別表第４及び別表第７の規定にか

かわらず，なお従前の例による。 

   附 則 

１ この規程は，令和７年４月１日から施行する。 
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２ 令和６年度以前に入学した者については，改正後の別表第２，第３，第４及び第７の

規定にかかわらず，なお従前の例による。 

   附 則 

１ この規程は，令和８年４月１日から施行する。 

２ 令和７年度以前に入学した者については，改正後の別表第４及び別表第７の規定にか

かわらず，なお従前の例による。 
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別表第１（第２条関係） 

課  程 専    修    等 

 学校教育教員 

 養成課程 

 幼 児 教 育 専 修 

 小 学 校 教 育 専 修 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 学校教育実践コース 

 国語科教育コース 

 英語科教育コース 

 社会科教育コース 

 算数科教育コース 

 理科教育コース 

 音楽科教育コース 

 図画工作科教育コース 

 体育科教育コース 

 技術科教育コース 

 家庭科教育コース 

 中 学 校 教 育 専 修 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 国語科教育コース 

 英語科教育コース 

 社会科教育コース 

 数学科教育コース 

 理科教育コース 

 音楽科教育コース 

 美術科教育コース 

 保健体育科教育コース 

 技術科教育コース 

 家庭科教育コース 

 特 別 支 援 教 育 専 修 
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別表第２（第３条関係） 

授業科目の 

区   分 
内     容 

教養基礎 

科  目 

 

 

 

 

 高等学校までの学習で獲得した知識を基盤にしつつ，これからの社

会情勢の変化に対応でき，学び続ける教師の基礎となる資質・能力を

身につけるための鳴門教育大学生としての初年次教育を目的とした領

域と，心身の健康の獲得及び自己表現力とコミュニケーション能力の

習得を目的とした「身体運動・表現コミュニケーション」領域の２領

域において，授業科目を開設する。 

大学設定 

科  目 

 

 

 

 

 

 教師として必要な実践的指導力を育成する「教育実践基礎科目」と

Society5.0時代にふさわしい情報通信技術（ICT）の活用や，多様化，

個別化する実社会の状況を踏まえた，性に関するダイバーシティ教育，

多文化教育の一層の推進等，現代的な教育課題に対応する教育実践力

を育成するための「現代的教育課題科目」，地域社会と協働した主体

的な学びを通して，創造的に実践する教師を育成するための「鳴教大

生の探究」として開設する。 

教職共通 

科  目 

 

  教職に関する専門科目で，学校教育の理論的・実践的分野に関わる

科目を含み，特に子どもとのふれあいを重視するための授業科目とし

て，実地教育を開設する。 

専修専門 

科  目 

 

  学生の専修・教育コースに応じて，それぞれの分野での指導能力を

高め，自分の得意分野を確立し，教育実践・教育研究を進めていく能

力と態度を培うための授業科目を開設する。 

卒業研究 

 

 

  教養基礎科目，教職共通科目及び専修専門科目などの学習を基に，

学校教育の諸問題に対して，その状況を的確に把握・分析し，解決で

きる能力の育成を図るために，自らが課題を設定して研究を行う。 
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別表第３（第４条関係） 

   専修･ 

 コース 

 

授業科目の

区分  

幼 児 教 

育 専 修 

 

 

 

小学校教育専修 中学校教育専修 特別支援

教育専修 

 

 

学校教育

実践コー

ス 

体育科教

育コース 

左記以外

のコース 

技術科教

育コース 

左記以外

のコース 

教養基礎 

科目 

 

１ ８ 

単 位 

以 上 

２ ２ 

単 位 

以 上 

２ ２ 

単 位 

以 上 

２ ２ 

単 位 

以 上 

２ ２ 

単 位 

以 上 

２ ２ 

単 位 

以 上 

２ ２ 

単 位 

以 上 

大学設定 

科目 

 

１ ２ 

単 位 

以 上 

１ ６ 

単 位 

以 上 

１ ０ 

単 位 

以 上 

１ ０ 

単 位 

以 上 

１ ０ 

単 位 

以 上 

１ ０ 

単 位 

以 上 

１ ０ 

単 位 

以 上 

教職共通 

科目 

 

６ ０ 

単 位 

以 上 

５ ４ 

単 位 

以 上 

５ ４ 

単 位 

以 上 

５ ４ 

単 位 

以 上 

５ ４ 

単 位 

以 上 

５ ０ 

単 位 

以 上 

５ ２ 

単 位 

以 上 

専修専門 

科目 

 

３ ４ 

単 位 

以 上 

３ ０ 

単 位 

以 上 

３ １ 

単 位 

以 上 

３ ０ 

単 位 

以 上 

３ ４ 

単 位 

以 上 

３ ４ 

単 位 

以 上 

３ ８ 

単 位 

以 上 

卒業研究 ４単位 ４単位 ４単位 ４単位 ４単位 ４単位 ４単位 

計 

 

１２８ 

単位以上 

１２８ 

単位以上 

１２８ 

単位以上 

１２８ 

単位以上 

１２８ 

単位以上 

１２８ 

単位以上 

１２８ 

単位以上 

  備考 

  １ 小学校教育専修，中学校教育専修及び特別支援教育専修の学生は，この表の教養

基礎科目，大学設定科目，教職共通科目及び専修専門科目の各欄から，合計１２

４単位以上を修得しなければならない。 

２ 中学校教育専修美術科教育コースおよび中学校教育専修家庭科教育コースの学

生は，四国５国立大学連携教職課程の科目の内，他大学で開講される科目から，

８単位以上を修得しなければならない。 

 


